
児童センター（児童館)利用希望者のみなさまへ 

 

 児童館の運営は市町村によって様々です。当町では国の制度改正により、平成２８年度から児童館型から放課後

児童クラブ型に変わりました。また、令和２年度より指定管理者制度を導入し、現在は株式会社アンフィニの運営とな

っております。運営内容をご確認いただき、添付書類等を全て準備した上で、各館に直接申請書等を提出して下さい。 

                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

令和８年度 入館申請受付について 

・提出期間   R8年 2月 2日（月）～2月 14日（土） 

※休館日を除く、開館時間内に提出して下さい。 

・提出する書類等について 

     ①「児童館（児童センター）利用（放課後児童クラブ入会）登録申請書」（裏面も） 

     ②緊急カード 

     ③町児童館地域活動連絡協議会（旧母親クラブ）会員申込書（年会費をそえて） 

     ④箱ティッシュ１世帯１箱 

⑤保護者の就労等に関する下記書類のいずれかを提出してください。 

・保護者（父母）の就労証明書（社保・国保の方全員） 

※自営業の方は添付書類が必要になる場合があります。 

      ・求職活動中の方は、ハローワークカードのコピー 

       ※３ヶ月ごとに活動状況の確認をさせて頂きます。 

      ・保護者が病気治療中又は介護・看護の場合、診断書等（通院、介護・看護状況が確認できる書類） 

        ※診断書の作成料は自己負担となります。ご了承下さい。 

※上記以外の方は、別途、書類が必要になりますので職員にお声掛け下さい。 

＜申請書提出後の流れ＞ 

 

＜児童館・児童センターとは＞ 

児童福祉法に基づく児童厚生施設で

あって、児童に健全な遊びを与えてその

健康を増進し、情操を豊かにすることを

目的としています。児童センターはその

機能に加えて児童の体力増進に関する

指導機能を併せ持つものです。 

＜開館時間・休館日＞ 

・平日（通常）  ９：１５～１８：００ 

・学校休業日  ８：００～１８：００ 

 （土曜日、夏休み等の長期休業中） 

※18：30まで延長可能（有料） 

・休館日…日祝・振替休日 

・年末年始（12/29～1/3） 

＜児童館地域活動連絡協議会

（旧母親クラブ）について＞ 

児童健全育成に関心のある方ならど

なたでも会員になれます。加入すると

家族全員が会員となり、行事等の活動

に参加できます。 

※活動は児童館・児童センターと共催

ですので、利用児童の保護者は必ず

加入して下さい。 

・入館登録決定後、３月９日（月）１７時に、入館にあたっての説明会を行います。 

決定通知書はその時にお渡しいたします。通知書を受け取った後は４月１日から利用開始となります。 

 説明会に出席できない方は３月９日（月）～３月１５日（土）までにひまわり館に取りに来てください。 

※３月１５日までに取りに来られない方はひまわり館までご連絡ください。（0178-56-2743）  


